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１ 虻田テニスコート使用料金 

(1) 施設の使用料 

利用区分 使用料 

営利を目的として利用 １時間ごとに １,０００円 

スポーツに利用 １時間ごとに ５００円 

１面 

上記以外で営利を目的としない催しもの

に利用 

１時間ごとに ７００円 

備考 

１ 町外の利用は、使用料の５割増とする。 

２ 利用時間には、準備、後始末に要する時間を含む。 

(2) 夜間照明使用料 

利用区分 使用料 

営利を目的として利用 １時間ごとに １,０００円 

スポーツに利用 １時間ごとに ５００円 

上記以外で営利を目的としない催しものに利用 １時間ごとに ７００円 

備考 

１ 夜間照明の利用は、１７時から２１時までの間とする。 

２ 夜間照明は日没によらず１８時以降の利用の場合、全て徴収する。ただし、この時間

前に利用した場合も徴収する。 

３ １時間未満の利用は、１時間の利用とみなす。 

 


